
岐阜県子どもの貧困対策アクションプラン＜取組一覧　大学・民間団体＞
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１　子どもの育ちへの支援
（５）特に配慮を要する子どもへの支援

1
児童養護施設入所児童スポー
ツ大会

■ ■ ■ ■ ● ●
●民間団体：岐阜県児童福祉協議会が卓球大会、ソフトボール大会、サッカー大会を実施
し、児童の交流や活動の場を提供。

岐阜県児童福祉協議会
TEL:058-326-3618(児童養護施設誠心寮)

（６）教育費負担の軽減

2
岐阜県立看護大学の奨励金給
付

■ ● ●

●民間団体：県内に就業する意思を有する者に対し、奨励金を給付する。 岐阜県立看護大学
〒501-6295 羽島市江吉良町3047-1
TEL：058-397-2300
FAX：058-397-2302
Email:gakumu@gifu-cn.ac.jp

3

田口育英会
（ひとり親家庭等高校生・大
学生奨学金、児童養護施設退
所者等奨学金）

■ ■ ● ●

●民間団体：岐阜県内のひとり親家庭等の学費の支弁が困難な学生、高校への進学、就学
を望みながら、主に経済的理由のために進学、就学が困難な高校生、国内の大学等へ進学
をする者のうち、保護者等からの経済的支援が見込まれず、学費の支弁が困難な学生に支
給。

公益財団法人田口福寿会
TEL:0584-82-5031

4
生活福祉資金貸付（教育支援
資金）

■ ■ ■ ● ●

●民間団体:低所得世帯の子どもが高等学校、短期大学、大学等に進学するための費用を
貸付。

岐阜県社会福祉協議会
住所:〒500-8385　岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1547
全ての市町村の社会福祉協議会

（７）地域における学習支援等　　＊学習支援教室は「子どもの居場所一覧」に掲載

5
子どもの居場所づくりのネッ
トワーク形成・相互交流の促
進

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：それぞれの活動を実施している団体・関係機関同士がネットワークを形成
し、互いに学び合える環境をつくる。

(一社)ぎふ学習支援ネットワーク
住所:〒502-0812 岐阜市八代3-27-8
TEL:090-9687-0530（南出）
Email:gifu.gakushusien@gmail.com

こども食堂ぎふネットワーク
住所:〒501-6241羽島市竹鼻町2446-1
TEL:058-322-8725
FAX:058-398-2887
Email:yjcyq584yahoo.co.jp

6 学習支援団体の支援 ■ ■ ● ● ●

●町村部におけるぎふ子どもの学習支援事業受託者や同事業の実施を検討している社会福
祉協議会等に対して助言や情報交換の機会の提供など、効果的に事業を行えるよう支援。

岐阜県社会福祉協議会(県委託事業)
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL: 058-201-1548

7 学習支援等への交通費の助成 ■ ■ ● ● ●

●民間団体：学習支援事業に参加する町村部の生活困窮者に対し、学習支援等に参加する
ために必要な交通費を支給し、利用を支援することを目的に実施。

岐阜県社会福祉協議会(県委託事業)
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL: 058-201-1548

連絡先取組み

主な対象者 取組む者 主な観点

概要

71



72

妊
娠
期
～

乳
幼
児
期

小
学
生

中
学
生

高
校
生

大
学
生
等

保
護
者
等

県
市
町
村

民
間
団
体

県
民

育
ち

く
ら
し

養
育

地
域

連絡先取組み

主な対象者 取組む者 主な観点

概要

２　子どものくらしへの支援

（１）子どもの生活支援　　＊「子ども食堂」は「子どもの居場所一覧」に掲載

8 食育教室・体験教室の実施 ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：「子ども食堂」の時間を利用して食育教室・体験教室を実施する。
●県民：「子ども食堂」での食育時間・体験時間にボランティアとして協力する。

(特非)ヘルシーライフせき
住所:〒　関市西福野町1-5-19
TEL:090-7609-1166
Email:sorayukihirom1965.@.ezweb.ne.jp

9 子どもの料理教室の実施 ■ ● ● ●

●民間団体：支援が必要な子どもへ「ひとりで出来る料理の料理教室」を開催し、運営す
る。
●県民：支援が必要な子どもへの「ひとりで出来る料理の料理教室」にボランティアとし
て協力する。

(特非)ヘルシーライフせき
住所:〒　関市西福野町1-5-19
TEL:090-7609-1166
Email:sorayukihirom1965.@.ezweb.ne.jp

10
子ども食堂

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：美濃加茂市社会福祉協議会の自主事業。子どもの孤食を防止し、繋がりを作
る居場所づくりの取り組みとして、子ども食堂の立ち上げ支援を行っている。材料支援や
助成金支援のほか、必要備品の貸し出し、ボランティア調整等を行っている。
●県民：ボランティア団体として、子ども食堂活動の直接の運営を行っている。

美濃加茂市社会福祉協議会
住所:美濃加茂市新池町３丁目４－１
TEL:0574-28-6111
FAX:0574-28-6110
Email:info@minokamo-shakyo.or.jp

11 ふれあい農園　つむぎ野 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：活動を通じて農作物をわけあったり、調理をしたりするなど、地域の人たち
との触れ合いの中で支えあい活動を行う。（必要に応じて専門支援機関と連携した支援も
可）
毎週水曜日13:00～15:00（雨天中止）
毎月第２土曜日10:00～12:00（雨天中止）

NPO法人つむぎの森
住所：各務原市三井東町1丁目157番地
TEL：090-1723-3002
     058-227-3101
Email：tumuginomori2010yahoo.co.jp

12
地域たすけあいの会
（畑づくり）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：ボランティア活動として畑づくりをする。畑からとれた食べ物を欲しい人に
公平に支給して助け合う。
活動は主に毎週日曜日15：00～。

地域たすけあいの会
住所：各務原市鵜沼朝日町3丁目
TEL:090-9051-4148
Email:gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

13 福祉総合相談センターの運営 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ●

●市町村：生活困窮、障がい、権利擁護、不登校、ひきこもり支援等、多様な課題を抱え
る相談者のワンストップ型の相談事業の運営。
●民間団体：福祉・教育に留まらない多様な民間協同のネットワーク形成。

瑞穂市社会福祉協議会
住所:〒501-0222 瑞穂市別府1283
TEL:058-327-8610
FAX:058-327-5323

14 キッズパーク「りんくる」 ■ ■ ● ●

●民間団体：子どもたちを遊ばせながら、参加者同士で交流したり、スタッフとの気楽な
会話で、日頃の子育ての不安や悩みを軽減する子育て広場。
りんくる→障がいをもつ子どもの保護者、子育てに困難を抱える保護者の相談、情報交流
広場。広場に参加することで見えてきた困難さに対しては、ファミサポやみつばち基金の
利用につなげられる。
・キッズパーク…幼児、保護者　月に2回（水曜日、金曜日）
・りんくる…保護者（第2金曜日、第4水曜日）

NPO法人キッズスクエア瑞穂
住所：〒501-0204 瑞穂市馬場春雨町1-49
TEL FAX：058-326-2236
Email：kids.sq@dream.com

15 福祉総合相談事業の運営 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ●

●市町村：社会福祉協議会へ業務委託
生活困窮、障がい、権利擁護、不登校、ひきこもり支援等、多様な課題を抱える相談者の
窓口として、岐阜県弁護士会、法テラス、民生児童委員、人権擁護委員、行政相談委員、
若者サポートステーションと連携して総合相談事業を運営。

下呂市社会福祉協議会
生活サポート相談センターすまいるげろ
〒509-2517　下呂市森8836-1
下呂福祉会館3階
TEL:0576-23-0783
FAX:0576-25-5885
Email:smile@gero-sity-syakyo.jp
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連絡先取組み

主な対象者 取組む者 主な観点

概要

16 母子父子家庭仲良し社会見学 ■ ● ● ●

●市町村・民間団体：夏休み期間中に母子父子家庭の小学生を対象として、楽しく参加で
きる日帰り旅行を実施。

養老町社会福祉協議会
住所:〒503-1392 養老郡養老町高田79-2
TEL:0584-34-3504
FAX:0584-34-0066
Email:info@yoro-shakyo.jp

（３）住宅に関する支援

17
居住支援法人による居住支援
活動

■ ● ●

●民間団体：住宅確保の支援や入居後の生活安定・向上に関する情報提供・生活相談等を
実施。
※団体により異なる（支援団体及び支援者の類型によっては、全県域でない場合あり。例
えば、Aは、精神障がい者は全域だが、身体障がい者は市町村が限定される、Bは、いずれ
も市町村が限定されるなど。）

・社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会
　住所:〒501-6314 羽島市竹鼻町狐穴719-1
　TEL:058-393-0751
・株式会社くらしケア
　住所:〒500-8353 岐阜県岐阜市六条東２丁目１番３号　　　
　・TEL:058-214-6592
・一般社団法人若者サポートnanairo
　住所:〒501-2122 山県市藤倉400－1
　TEL:0581-78-4778
・株式会社代吉
　住所:〒500-8361 岐阜市本荘西2丁目1番地
　TEL:090-7606-5497
・株式会社安藤経営
　住所:〒500-8267 岐阜市茜部寺屋敷2丁目115番地
　TEL:058-374-7007
・株式会社マテリアル東海
　住所:〒509-2202 下呂市森1329番地3
　TEL:0576-23-3207
・合同会社ファミリア
　住所:〒501-6244 羽島市竹鼻町丸の内10丁目72番地5　　　　
　・TEL:058-216-6618
・Man to Man Animo株式会社
　住所:〒500-8842 岐阜市金町6丁目21番地
　　　 岐阜ステーションビル5階 
　　
　　
　　
　
・TEL:058-213-6085
・社会福祉法人コスモ
　住所:〒503-0934 岐阜県大垣市外渕2丁目78番地の１　　　　
　　　・TEL:080-4547-2558
・一般社団法人よだか総合研究所
　住所:〒501-1531 岐阜県本巣市根尾門脇53
　TEL:080-3572-7213
・株式会社片岡

（４）児童養護施設退所者等に関する支援

18 自立支援資金貸付 ■ ■ ● ● ● ●

●民間団体：児童養護施設等入所中または里親等へ委託中の方および児童養護施設を退所
した方または里親等への委託が解除された方に対し、自立支援金の貸し付けを行う。

岐阜県社会福祉協議会(県補助事業)
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1547
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（５）支援体制の強化

19
子どもの居場所づくりのネッ
トワーク形成・相互交流の促
進【再掲】

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：それぞれの活動を実施している団体・機関同士がネットワークを形成し、互
いに学び合える環境をつくる

・(一社)ぎふ学習支援ネットワーク
　住所:〒502-0812 岐阜市八代3-27-8
　TEL:090-9687-0530（南出）
　Email:gifu.gakushusien@gmail.com
・こども食堂ぎふネットワーク
　住所:〒501-6241羽島市竹鼻町2446-1
　TEL:058-322-8725
　FAX:058-398-2887
　Email:yjcyq584yahoo.co.jp
・(一社)よりそいネットワークぎふ
　住所:〒502-0812 岐阜市八代3-27-8
　TEL:090-7432-9158（中川）

20 ぎふハチドリ基金 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：様々な困難を抱える子どもや若者、子育て家庭を支援する以下のような事業
に対して、必要な費用を助成。子どもの貧困対策（貧困の連鎖を断ち切る）事業（学習支
援事業、子ども食堂事業、一人親家庭の支援事業、子どもの居場所提供事業、児童養護施
設等の退所者の自立を支援する事業等）も対象としている。

特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金
住所:〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
　シンクタンク庁舎３階　ぎふＮＰＯセンター内
TEL:058-275-9739
FAX:058-275-9738
Email:hachidori@gifunpo-fund.org

21
荒井壽美子　
子どもみらい支援基金 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：「子どもの安全・安心を守るための活動」または「経済的理由や病気等の困
難を抱える子どもを支援する活動」を行う団体に対して、必要な費用を助成。
助成の対象となる活動
（１）子どもの安全・安心を守るための活動…子どもの居場所づくり、非行や犯罪から子
どもを守り、立ち直りを支援する活動　等
（２）経済的理由や重い病気等の困難を抱える子どもを支援する活動…学習支援活動、生
活支援活動、就労支援活動、障がいのある子どもや難病の子どもの支援活動

公益財団法人荒井壽美子子どもみらい支援基金
住所：〒502-0932岐阜市則武中1-2-5
TEL：058-233-0212
FAX：058-294-5131
Email：zaidan arai@yahoo.co.jp

22 Mama's 基金 ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：困難を抱えた子どもとその家庭を支援するために、Mama's基金を運営。
（１）ファミサポの利用料負担
（２）学生食堂（高校生を対象とした子ども食堂）・・・思春期の貧困対策
（３）進学給付金（中学3年生対象）・・・思春期の貧困対策
Mama's基金を通じて乳幼児～思春期の子どもの貧困対策に取り組む。チャリティバルーン
などの寄附付き商品を販売し、活動資金にするなど、新しい手法で活動。

特定非営利活動法人Mama's cafe
住所：〒507-0041 多治見市太平町2-39-1 
多治見市総合福祉センター内
TEL FAX：0572-26-9992
Email：famisapotmamaplus@ybb.ne.jp

23 子ども・子育て支援基金 ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：生活困窮時における医療費、交通費、自立生活用品、ファミリーサポート提
供、利用負担金等の支給、または貸付を実施。
対象は法人サービス利用者。

社会福祉法人　岐阜羽島ボランティア協会
住所：羽島市竹鼻町狐穴719-1
TEL FAX：058-393-0751
Email：info@volavola.org

24 Ohana基金 ■ ■ ● ●

●民間団体：生活困窮時における医療費、交通費、自立生活用品等の支給、または貸付を
実施。
対象は、自立援助ホームOhanaの家入居児童及び退所者。県内すべてが対象。

社会福祉法人　岐阜羽島ボランティア協会
住所：羽島市竹鼻町狐穴719-1

25 みつばち基金 ■ ● ●

●民間団体：瑞穂市・本巣市からの委託を受けて、ファミリー・サポート・センター事業
を実施。経済的な問題があり、ファミサポ事業の費用が負担できない場合でも、サポート
を可能にするキッズスクエア瑞穂独自の仕組み。
・瑞穂市、本巣市の福祉課と連携
・母子家庭、多子家庭、障害をもつ子を育てる家庭とつながる
・フードバンクなど他の支援団体と連携して、困窮世帯へ食材を提供

NPO法人キッズスクエア瑞穂
住所：〒501-0204 瑞穂市馬場春雨町1-49
TEL FAX：058-326-2236
Email：kids.sq@dream.com
月～金9:00～17:00
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26
岐阜県ボランティア活動振興
基金

● ●

●民間団体：ボランティア活動振興の点から担い手等を確保し、子どもの居場所づくり等
を進める。

岐阜県社会福祉協議会
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1546

27 安心なまちづくり推進事業 ● ●

●社会福祉協議会：子育て支援等の今日的な生活課題（子ども食堂 学習支援等）に対す
る事業や、実施団体及び担い手を育成する事業に対する助成。

岐阜県社会福祉協議会
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1546

28
フードバンク・
フードパントリー活動

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：子ども食堂をはじめとする子どもの居場所活動の推進をめざし、、食品の寄
付窓口の設置（フードバンク）や居場所への提供（フードパントリー）など、子どもの居
場所を総合的にサポート。

岐阜県社会福祉協議会（岐阜県委託事業）
「子どもの居場所応援センター」
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1547

29 フードバンク活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：東海地方において、フードバンクとして食品を収集し、福祉団体や困窮世帯
等へ無償で食料を提供

認定特定非営利活動法人
セカンドハーベスト名古屋
住所：〒462-0831愛知県名古屋市北区城東町7-
148
TEL：052-913-6280　　FAX：052-913-6281
Email：info@2h-nagoya.org

30 フードバンク活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：十分安全であるにもかかわらず廃棄されてしまう食料品やフードバンクぎふ
の対象者に渡してほしいと提供される食料品を、個人や団体・企業から無償で受け取り、
希望する人や世帯、団体に無償で配布。特に、2018年以降は、子ども食堂や学習支援教
室、子どもがいる生活困窮世帯にも注力して配布している。
活動は通常毎日9:00～17:00に実施。

特定非営利活動法人
フードバンクぎふ
住所：〒503-0034　大垣市荒尾町1490-3
TEL：0584-92-1400
FAX：0584-92-1400
Email：foodbankgifu.jp@gmail.com

31 フードバンク活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：東海３県を中心に子ども食堂、ひとり親家庭、学生（留学生含む）など子ど
もを中心に食品を提供　　食品企業、スーパー、個人からの提供を受けた食品を約４００
の支援団体に配布。食を通じての地域共生社会作りを積極的に応援し「誰も取り残さな
い」社会実現に向け活動中。

NPO特定非営利活動法人
フードバンク愛知
住所：〒481-0011　愛知県北名古屋市高田寺砂
場18
TEL：0568-65-6650　　FAX：0568-65-8592
Email：info@fb-aichi.org

32 みんなで支え合いバンク ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：市民から提供された食料品等をストックし、支え合いバンクの仕組みと支援
者の意向を伝え、必要としている方に提供。
●県民：余った食材等を提供し、支援。

（福）大垣市社会福祉協議会
住所：大垣市馬場町124　福祉会館内
TEL：0584-75-0014、FAX：0584-71-7533
Email：info@ogakisyakyo.or.jp

33 フードドライブ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：未利用の食品を収集し、困窮世帯や子どもの食堂を運営する団体に無償で提
供する。

多治見市社会福祉協議会
〒509-4221　多治見市太平町2丁目39番1号
            多治見市総合福祉センター内
TEL:0572-25-1134、FAX:0572-25-1132
E-mail:tiikisyukan@t-syakyo.or.jp

34 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：民間企業や市民から提供された食材をストックし、申し出のあった生活困窮
者に提供。また、ストック食材を活用し、子ども食堂（実績：善光寺子ども食堂、桜学館
（とも）子ども食堂）の運営支援（食材提供）を行う。
●県民：余った食材等を提供し、支援。

（福）関市社会福祉協議会
住所:〒501-3802関市若草通2-1
TEL:0575-22-0372、FAX:0575-23-6863

75
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35
うぃずバンク
（フードバンク）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●社会福祉協議会：困りごとを抱えた方へ食料を提供するとともに、自立できるよう相談
者のお話をお聞きしながら支援につなげる。
●市民等：企業や地域の方が食料を社会福祉協議会に寄付。

中津川市社会福祉協議会
住所:〒508-0045 中津川市かやの木町2-5
中津川市健康福祉会館内
TEL:0573-66-1111（内線：643）
FAX:0573-66-1934
Email: with@nakatsugawa-shakyo.jp

36 フードパントリー活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：ひとり親家庭の方が子どもたちと一緒にご飯を食べられる時間ができるよう
に、予約を受けた家庭に、カフェの食材で月曜日にお弁当を無料で配付。

一般社団法人　ヒガシミノ団地
住所：〒508-0041　中津川市本町2丁目6-27
TEL：0573-64-9447
Email：info@higashiminodanchi.com

37 フードバンク ■ ● ● ●

●生活困窮者に対しての緊急時の食糧援助。 美濃市社会福祉協議会
住所:〒501-3743 美濃市95-2　
TEL:0575-35-2355、FAX:0575-33-0530
Email:info@mino-shakyo.or.jp 
  

38 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●社会福祉協議会：希望される生活困窮世帯に対して食料の提供を実施。
●民間団体：社会福祉法人等連絡会で募った食料を社会福祉協議会へ寄付。コープぎふ主
催のフードドライブで集まった食料を社会福祉協議会へ寄付。
●市民：家庭で使わない食料を社会福祉協議会へ寄付。

恵那市社会福祉協議会
住所:〒509-7201 恵那市大井町727-11
TEL:0573-26-5221(代）、FAX:0573-26-5222
Email:enashakyo@ena-shakyo.or.jp

39 フードパントリー事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：地域の企業・農家・市民の方々より食料の寄付をいただき、子育て中の家庭
（ひとり親、貧困、孤立等）に月1回食糧を配布。年間延べ配布家庭は1,000家庭程度,食
料配布量は年間で10ｔ程度。公式Lineを活用し、利用希望者は登録や配布の申込をし、同
時に様々な支援情報なども受け取ることができる。また、農家に畑を借りて参加者と野菜
を作ったり、野菜の苗を配布したり、保存食品を作って配布している。

NPO法人みんなで子育てドロップス
住所：〒509-7203　恵那市長島町正家613-10
　　　木point内ログハウス
TEL：0573-22-9710
Email：drops@juno.ocn.ne.jp

40 フードパントリー活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

未利用食品等を、子ども食堂等を運営する団体等に食料を配付する。また生活に困窮する
世帯に対し相談支援型の食料配付を実施する。

美濃加茂市社会福祉協議会
住所:美濃加茂市新池町三丁目4番1号
TEL:0574-28-5170、FAX 0574-28-6110
Email:kenri@minokamo-shakyo.or.jp

41 フードバンク活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●民間団体：企業、団体、個人からの食品を無償で提供を受け、岐阜県内の子ども食堂や
ひとり親家庭、生活困窮家庭を中心に無償で提供、支援。
地域で「たすけあう」まちづくりを実現するために活動。

地域たすけあいの会
住所:〒509-0202　可児市中恵土1473-7
TEL:090-9051-4148
E-mail:gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

42 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ●

●民間団体：生活に困窮している世帯へ食料を配布する。食料の収集、仕分けを行う。
●県民（民生委員・ボランティア）：食料の配達を行う。

山県市社会福祉協議会
住所：山県市東深瀬696番地1
TEL：0581-23-1211

43 フードバンク活動 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●市内各地で開催されるフードドライブで集まった食品の保管、管理し、必要とする個人
や団体、施設等に無償で提供する。
●対象者への食の橋渡し
●個別世帯支援、子ども食堂支援、地域で開催される子ども事業への支援
●市外への支援もあり

フードバンク飛騨高山
住所:〒506-0842　高山市八幡町127-7
「のぞみ達成塾」
TEL:090－1751－6090
高山市社会福祉協議会
TEL:0577-35-0294
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●ひとり親家庭、経済的に不安を抱える家庭、ヤングケアラーの家庭へお弁当を届ける
「わらぼぼ宅食事業」を実施する。
●宅食時の食品提供、●制服リサイクル
●事業推進時における相談業務

https://www.mcfund.or.jp/news/pdf/founm2022-2-1.pdf

45 フードドライブ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：生活安定に向けたつなぎのための食料等支援。 飛騨市社会福祉協議会
飛騨市パーソナルサポート事業
〒509-4221　飛騨市古川町若宮2丁目1番60号
TEL:0577-73-3214、FAX:0577-73-0711
E-mail:info@hidasi-syakyo.net

46 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●市社会福祉協議会が運営。困窮者世帯他に対して自立支援窓口と連携して食材の提供を
行っている。
●行政、市民、企業に向けたフードドライブを実施。

海津市社会福祉協議会
フードバンク「きずな」
住所：海津市南濃町駒野827-1
TEL:0584-55-2300、FAX:0584-55-1990
Email:info@kaizu-wel.jp

47 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ●

●市町村：食料調達・保管に係る備品など、事業実施に必要な経費の補助。
●民間団体：補助金を活用した食料調達。民間企業や町民から提供された食品の受入れ。
食料の保管。利用を希望する生活困窮者等や関係機関からの要請に対する食料の無償提
供。
●県民：食品の寄附。

岐南町社会福祉協議会
住所:〒501-6004羽島郡岐南町野中8-75
TEL:058-240-2100、FAX:058-240-2235
E-mail:ginan-shakyo@flute.ocn.ne.jp

48 食料支援 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●市町村、民間団体：生活安定に向けたつなぎのための食料支援。 垂井町社会福祉協議会
住所:不破郡垂井町1305-2
TEL:0584-23-3335、FAX:0584-22-2714
Email:info@tarui-shakyo.jp

49 食糧支援「かけはし」事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●住民等からの寄贈していただいた食料品などを、経済的に困窮している方を対象に、無
償で提供する。

揖斐川町社会福祉協議会
住所:〒501-1314 揖斐郡揖斐川町谷組名礼265-
43
TEL:0585-56-3700、FAX:0585-56-0078
Email:ik-syakyou@octn.jp

50 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●社会福祉協議会：希望される生活困窮世帯に対して食料の提供する「フードバンク事業
ごうど」を実施。
●民間団体：社会福祉法人が職員に募った食料を社会福祉協議会へ寄付。
●町民：家庭で使わない食品を社会福祉協議会へ寄付。

神戸町社会福祉協議会
住所:〒503-2324　安八郡神戸町大字八条258-2
TEL:0584-28-0223、FAX:0584-28-1022
Email:gosyakyo@godo-shakyo.jp

51 食料支援事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●社会福祉協議会：生活に困窮している世帯に対して食料の提供。 川辺町社会福祉協議会
住所:〒509-0303 加茂郡川辺町石神128番地
TEL:0574-53-2121、FAX:0574-53-6162
Email:yasuragi@jasmine.ocn.ne.jp

■ ■ ■ ■■ ● ● ●44
フードパントリー活動・
宅食事業

NPO法人飛騨高山わらべうたの会
〒506-0031　高山市西之一色街3丁目820-1
飛騨高山　森のエコハウス
TEL：0577-57-8577（FAX兼）
E-mail:hida-warabeuta@yahoo.co.jp

■

77
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52 かわべこどもごはん便 ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●社会福祉協議会：町内在住の中学３年生までの子どもがいる世帯で、町教育委員会や町
役場が関わっている就学援助世帯、要保護児童対策地域協議会などで支援が必要であると
認められた世帯、生活困窮者自立支援制度で行政や社協、自立相談支援機関が関わってお
り見守りが必要と認められる世帯が対象。月２回第２，４水曜日に主任児童委員が弁当を
配達。

川辺町社会福祉協議会
住所:〒509-0303 加茂郡川辺町石神128番地
TEL:0574-53-2121、FAX:0574-53-6162
Email:yasuragi@jasmine.ocn.ne.jp

53 生活困窮者食料支援事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●社会福祉協議会：食品の管理保管、希望される生活困窮世帯に対して食料の提供。
●町民：家庭で使わない食料を社会福祉協議会へ寄付。

七宗町社会福祉協議会
住所:〒509-0511 加茂郡七宗町神渕10327-1
TEL:0574-46-1294、FAX:0574-46-0007
Email: y-sanhoumu@shirt.ocn.ne.jp

54 フードバンク事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●社会福祉協議会：希望される生活困窮世帯に対して食料の提供を実施。
●民間団体：福祉施設が職員に募った食料を社会福祉協議会へ寄付。
●町民：家庭で使わない食料を社会福祉協議会へ寄付。

八百津町社会福祉協議会
住所:〒505-0301 加茂郡八百津町八百津3836-3
TEL:0574-43-4462、FAX:0574-43-2199
Email:yaotsu-shakyo@mb.ccnw.ne.jp

55 物々交換会（生活物資支援） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：食品や食材、衣料などの生活用品を無料で支給。生活困窮者だけでなく、そ
の物資を欲しい人誰にも支給。
新型コロナウイルス対策として、ラインを活用。毎日必要な人に物資を提供。
毎週土曜日 11:30～14:00

地域たすけあいの会
住所：可児市中恵土1473-7
TEL:090-9051-4148
Email:gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

56
若者たちの巣立ちを支える情
報サイト＆相談活動

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：社会的養護関連施設出所者や、社会に出ることに困難を抱えがちな若者に必
要な各種情報を収集し発信するとともに、困ったときの相談活動も行う。

(社福)羽島ボランティア協会（Lalaの部屋）
住所:〒501-6314 羽島市下中町城屋敷226-1
TEL:058-322-5066、FAX:058-398-8523
Email:lala@volavola.org

57 「断らない」相談窓口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●「断らない」相談窓口として、さまざまな悩みごと、困りごとの相談を受け付ける。
フリーコール　0120-93-5931　で受付。
どんな相談内容も断らず、相談者が自立できるまで支援する。
物資の支給も同時に行う。

地域たすけあいの会
住所：可児市中恵土1473-7
TEL:0120-93-5931
Email:gifu_chiikitasukeainokai@yahoo.co.jp

３　子どもを養育している方への支援
（２）保護者の生活支援

58 病児保育 ■ ● ● ●

●市：実施団体へ補助金
●民間団体：子どもが病気になったとき一時的に預かることによって保護者の子育てと就
労の両立を支援。

山県市社会福祉協議会
住所：山県市東深江696番地1
TEL：0581-23-1211

59 ひよこハウス子育て支援 ■ ■ ● ●

●民間団体：家に子どもと閉じこもりがちな親子さんに、コミュニケーションの場を提供
し、親同士のふれあいの場所としてひよこハウス子育て支援を実施。

養老町社会福祉協議会
住所:〒503-1392養老郡養老町高田79-2
TEL:0584-34-3504、FAX:0584-34-0066
Email:info@yoro-shakyo.jp

60
民生委員・児童委員による相
談

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●
●県民：地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたる
とともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組む。

民生委員・児童委員（各市町村）
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（３）ひとり親に対する就労等に関する支援

61 ひとり親家庭の当事者会 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：月に1回、ひとり親家庭で暮らしている当事者が集い、相互交流や支え合い
の活動を行う。個別相談の対応も可能。

ひとり親ピアサポート団体「ひとり親Cheers」
住所:〒502-0071 岐阜市長良3076-8
（ながら梅子の家）
TEL:050‐3561-5087
Email:hitorioyacheers@gmail.com

62 ひとり親家庭の当事者会 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：月に1回、シングルマザー親子が集い、相互交流や支え合いの活動を行う。 シングルマザーとその子どもたちの会
～freely～
TEL:080-4215-6382
E-mail:freelyfreely66@gamil.com

63
ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金貸付

■ ● ● ●

●民間団体：ひとり親家庭の親に対し、高等職業訓練促進資金を貸し付け、修学を容易に
することにより資格取得を促進することや、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親
の自立促進を図る。

岐阜県社会福祉協議会(県補助事業)
住所：〒500-8385岐阜市下奈良2-2-1
TEL:058-201-1547

64 ひとり親家庭入学卒業祝事業 ■ ■ ● ●

●民間団体：ひとり親家庭で小学校に入学、小学校及び中学校を卒業される児童・生徒に
祝い品（地元商品券）を贈る。

飛騨市社会福祉協議会
〒509-4221　飛騨市古川町若宮2丁目1番60号
TEL:0577-73-3214、FAX:0577-73-0711
E-mail:info@hidasi-syakyo.net

65 母子父子家庭友愛訪問 ■ ■ ● ●

●民間団体：母子父子家庭を対象に、年末に民生委員・児童委員を通して激励品を贈る。 養老町社会福祉協議会
住所:〒503-1392養老郡養老町高田79-2
TEL:0584-34-3504、FAX:0584-34-0066
Email:info@yoro-shakyo.jp

66 母子父子家庭等激励訪問 ■ ● ●

●民間団体：中学校を卒業される母子父子家庭等の生徒に激励品を贈る。 輪之内町社会福祉協議会
住所：〒503-0204安八郡輪之内町四郷2537-1　
TEL：0584-69-4433、FAX：0584-69-5156

67 ひとり親家庭等支援事業 ■ ■ ● ●

●ひとり親家庭等の子ども（18歳まで）にクリスマスプレゼントとして図書カードを送
る。

揖斐川町社会福祉協議会
住所:〒501-1314 揖斐郡揖斐川町谷組名礼265-
43
TEL:0585-56-3700、FAX:0585-56-0078
Email:ik-syakyou@octn.jp

68 年末慰問 ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：ひとり暮らし老人、母子父子家庭等を訪問し、激励金を贈る。 安八町社会福祉協議会
住所：〒503-0115安八郡安八町南今ケ渕400　
TEL：0584-47-7704、FAX：0584-64-5775
Email:an-8syakyo@wonder.ocn.ne.jp

69
ひとり親世帯等の
　中学校卒業生徒激励事業

■ ● ●

●民間団体：ひとり親世帯等で中学校を卒業する生徒に対し、生徒の将来に活用できる記
念品（図書カード）を贈る。
※ひとり親世帯のほか、諸事情により祖父母等が扶養している世帯も含む。

富加町社会福祉協議会
住所:〒501-3305 加茂郡富加町滝田1381-1
TEL:0574-54-1312、FAX:0574-55-0068
Email:t-syakyo@silk.ocn.ne.jp
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70
放課後児童クラブ
　利用料助成事業

■ ■ ● ●

●民間団体：ひとり親世帯の保護者が安心して働くことができるよう、富加町放課後児童
クラブを利用する児童の利用料の一部を助成する。
※所得制限あり。町により利用料を減免されている世帯は除く。

富加町社会福祉協議会
住所:〒501-3305 加茂郡富加町滝田1381-1
TEL:0574-54-1312、FAX:0574-55-0068
Email:t-syakyo@silk.ocn.ne.jp

（４）ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労等に関する支援

71
無料職業紹介所を通じた切れ
目ない就労支援

■ ● ●

●民間団体：社会福祉協議会の自主運営。生活困窮者自立支援事業対象者の個別性に合わ
せた早期就労と定着就労を目的に無料職業紹介の指定を取得し、切れ目のない柔軟な就労
支援体制を構築。中間的就労へのつなぎやカウンセラー等との連携により、保護者の就労
支援をきっかけとした世帯支援へアプローチする。

瑞穂市社会福祉協議会
住所:〒501-0222 瑞穂市別府1283
TEL:058-327-8610、FAX:058-327-5323

72
生活困窮者
自立相談支援事業

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：市より委託を受け自立相談支援事業を実施。相談者の自立に向けて、訪問、
同行を含む寄り添った支援。

郡上市社会福祉協議会
（ふくし相談支援センター）
住所:〒501-4607 郡上市大和町徳永585
TEL:0575-88-9988、FAX:0575-88-3315

73
生活困窮者
家計改善支援事業

■ ● ●

●民間団体：市より委託を受け家計改善支援事業を実施。家計管理のアドバイスや、家計
状況の把握ができるよう支援。

郡上市社会福祉協議会
（ふくし相談支援センター）
住所:〒501-4607 郡上市大和町徳永585
TEL:0575-88-9988
FAX:0575-88-3315

74
生活困窮者
就労準備支援事業

■ ● ● ●

●民間団体：市より委託を受け就労準備支援事業実施。就労経験のない方などが、仕事に
就けるための知識や能力を身に付けれるよう支援。

郡上市社会福祉協議会
（ふくし相談支援センター）
住所:〒501-4607 郡上市大和町徳永585
TEL:0575-88-9988、FAX:0575-88-3315

75
生活困窮者自立相談支援事業
家計改善支援事業　事業運営

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ●

●市町村：社会福祉協議会へ事業委託。経済的困窮を抱える世帯の自立支援を行うために
自立相談、家計改善および必要に応じて保護者の就労準備支援に取り組むことで、子ども
の貧困対策としている。

下呂市社会福祉協議会
生活サポート相談センターすまいるげろ
〒509-2517　下呂市森8836-1
下呂福祉会館3階
TEL:0576-23-0783、FAX:0576-25-5885
Email:smile@gero-sity-syakyo.jp

（５）経済的支援

76
生活困窮者
家計改善支援事業

■ ●

●民間団体：市より委託を受け家計改善支援事業を実施。家計管理のアドバイスや、家計
状況の把握ができるよう支援。

山県市社会福祉協議会
住所〒501-2104　山県市東深瀬696-1
TEL：0581-23-1211、FAX：0581-23-1235

77 ひとり親世帯激励金交付事業 ■ ● ●

●民間団体：市内に在住のひとり親世帯で子が高校生（未就労）までの世帯、また課税状
況等が当交付事業の要件をすべて満たすひとり親家庭等に、激励金を交付。

飛騨市社会福祉協議会
〒509-4221　飛騨市古川町若宮2丁目1番60号
TEL:0577-73-3214、FAX:0577-73-0711
E-mail:info@hidasi-syakyo.net
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78 緊急援護資金貸付事業 ■ ● ●

●民間団体：緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった世帯に対して生活資金を貸し付
ける。

下呂市社会福祉協議会 下呂福祉会館3階
TEL:0576-23-0783、FAX:0576-25-5885
Email:gerosyakyo-fukushishikin@gero-city-
syakyo.jp

79 生活資金貸付 ■ ● ●

●民間団体：低所得世帯に対して一時的な生活資金を貸し付ける。 垂井町社会福祉協議会
住所:不破郡垂井町1305-2
TEL:0584-23-3335、FAX:0584-22-2714
Email:info@tarui-shakyo.jp

80 母子父子家庭激励事業 ■ ● ●

●民間団体：母子父子家庭の生徒が中学卒業時に図書券を配布し、支援。 七宗町社会福祉協議会
住所:〒509-0511 加茂郡七宗町神渕10327-1
TEL:0574-46-1294、FAX:0574-46-0007

81 生活一時資金貸付 ■ ● ●

●社会福祉協議会：生活困窮世帯に対して生活一時資金を貸付。 八百津町社会福祉協議会
住所:〒505-0301 加茂郡八百津町八百津3836-3
TEL：0574-43-4462、FAX：0574-43-2199
Email：yaotsu-shakyo@mb.ccnw.ne.jp

４　地域の理解の促進

82
アクションプランの啓発・活
用促進・内実チェック

● ● ● ● ●

●民間団体：今回作成するアクションプランを実効的に機能させていくための事業。 (一社)ぎふ学習支援ネットワーク
住所:〒502-0812 岐阜市八代3-27-8
TEL:090-9687-0530（南出）
Email:gifu.gakushusien@gmail.com

83
ローカルなレベルでの対話交
流・当事者発信

■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● ●

●民間団体：大きな「研修会」ではなく、自治会や民生委員会議など、地域ベースの少人
数の集まりの場で、当事者自身の話を聞く機会を設けていく。（あるいはそういった場づ
くりの活動を行なうための環境整備を実施。）

(一社)ぎふ学習支援ネットワーク
住所:〒502-0812 岐阜市八代3-27-8
TEL:090-9687-0530（南出）
Email:gifu.gakushusien@gmail.com

84 子どもの居場所つくり ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

●民間団体：子どもの居場所づくり、立ち上げに向け準備委員会を開催。
●県民：ボランティアグループによる子どもの居場所の立ち上げ（令和３年度）

海津市社会福祉協議会
市民活動ボランティアセンター
住所：海津市南濃町駒野827-1
TEL:0584-55-2300
FAX:0584-55-1990
Email:info@kaizu-wel.jp

81


